
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年４月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第１８６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１１月２８日 １８時４５分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市郷埼西方沖 郷埼灯台から真方位２８０°１４.４海里付近 

（概位 北緯３４°２２.１′ 東経１２８°５５.６′） 

事故等調査の経過  平成２２年１１月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 金
こん

比
ぴ

羅
ら

丸、１９トン 

   ＮＳ２－１０４４５（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 船名等不明 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 不明 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 不明 

 損傷 Ａ 船首部損傷、錨索切断 

Ｂ 不明 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、郷埼西方沖において、アナゴ籠の揚

収に備え、停泊灯の代わりに赤色と黄色の回転灯を２個点灯し、操舵室に

見張りを置かずに３人とも就寝して北寄りに船首を向けて錨泊中、平成２

２年１１月２８日１８時４５分ごろ、Ａ船の船首部と航行中のＢ船とが衝

突した。 

 衝突後、Ａ船は、自力で対馬市小綱漁港に帰港し、Ｂ船は、止まること

なく北方に向けて航行していった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約７～８m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 Ａ船の周囲には、僚船約１２～１３隻が錨泊し、赤色、黄色又は青色の

回転灯を点灯していた。 

Ａ船の錨は、錨鎖約２ｍ、ワイヤーロープ約５ｍ及び直径１４mm のポリ

エチレンロープ約３００ｍが付けられていた。 

本事故発生場所付近の水深は、約１２０ｍで、日没時刻は、１７時１５

分であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、郷埼西方沖で錨泊中、航行中のＢ船と衝

突したものと考えられる。 

 Ａ船は、法定の灯火を表示せず、赤色と黄色の回

転灯を表示していたものと考えられる。 

 船長Ａ及び２人の乗組員は、就寝中であったこと



から、Ｂ船の接近に気付かなかったものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、Ａ船と衝突した頃、衝突場所付近を航行

していたものと考えられるが、Ｂ船を特定できなか

ったことから、Ｂ船が衝突に至った状況を明らかに

することはできなかった。 

原因 

 

 本事故は、夜間、郷埼西方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が航行中、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




